
公正証書遺言に必要な書類

《市役所区役所で取得する書類》

１． 遺言する方の戸籍謄本（３ヶ月以内のものが必要になります）

２． 遺言する方の印鑑証明書

３． 財産をもらう方の戸籍謄本（法定相続人に財産をあげる場合。１と同一戸籍の

場合には不要です）

４． 財産をもらう方の住民票（法定相続人以外に財産をあげる場合。役所で取得す

る用紙には「全て省略なしのものを下さい」と記載してください。何も記載し

ない場合、本籍などが省略されてしまいます。）

５． 固定資産税の納付書

《法務局で取得する書類》

６． 不動産登記事項証明書（不動産登記簿謄本）

その他

７． 遺言する方、遺言執行者になる方の公的身分証明書（運転免許証、健康保険証 

など）  

※有効期間をお確かめ下さい

８． 不動産の権利証（登記済証）

（物件漏れを防ぐために、できればご持参下さい）

９. 預貯金・有価証券等、遺言書に記載する財産関係の書類のコピー。

上記の書類がなくても当方で取得可能なものも多数あります。ご相談下さい。

なお遺言書作成当日は、遺言する方のご実印が必要です。

費用の目安 

５０００万円を長男Ａに相続させる遺言を作成した場合 →約１０～１５万円 

（公証人手数料、当事務所報酬含む） 
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